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平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
　
「
大
介
」
と
加
署
さ
れ
た
文
書

を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
大
介
の
実
体
に
つ
い
て
、
吉

村
茂
樹
氏
は
、
そ
れ
が
国
守
の
別
称
で
あ
る
こ
と
、
大
介
の
発
生
．
称
呼

は
親
王
任
国
の
介
、
あ
る
い
は
大
宰
大
試
に
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
大
介
と
い
う
呼
称
は
国
守
が
そ
の
任
国
も
し
く
は
地
方
に
対

し
荘
園
関
係
の
内
容
の
文
書
を
出
す
場
合
に
の
み
使
用
さ
れ
た
こ
と
等
を

明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
大
介
は
知
行
国
の
組
織
の
一
つ
と
も
み
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
確
か
に
大
介
は
国
守
の
別
称
で
あ
り
、
そ
の

使
用
は
地
方
へ
の
下
達
文
書
に
限
ら
れ
、
中
央
政
府
等
へ
上
申
す
る
場

合
、
あ
る
い
は
中
央
政
府
内
で
使
用
す
る
場
合
に
は
「
国
守
」
某
と
加
署
さ

れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、
大
介

は
知
行
国
の
組
織
の
一
つ
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と

と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
論
稿
で

は
、
そ
の
点
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
大
介
と
い

う
呼
称
が
ど
う
い
う
場
合
に
、
ま
た
何
故
使
用
さ
れ
た
の
か
、
大
介
の
実

体
は
何
か
、
と
い
っ
た
聞
題
に
つ
い
て
再
検
鮒
し
て
み
た
い
。

○

　
ま
ず
第
一
に
、
大
介
と
い
う
呼
称
は
ど
う
い
う
場
合
に
使
用
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
『
平
安
遺
文
』
所
載
の
文
書
で
大
介
の
暑
判
あ
る
も
の

を
、
国
ご
と
・
交
書
形
式
ご
と
に
分
類
し
て
み
る
と
附
表
1
の
よ
う
に
な

（
2
）

る
。　

こ
れ
に
よ
る
と
、
大
介
と
い
う
呼
称
は
、
吉
村
氏
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

国
司
庁
宣
に
圧
倒
的
に
多
く
、
次
い
で
国
裁
を
申
請
し
た
解
状
の
外
題
に

も
相
当
数
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、
国
符
に
も
か
な
り
大
介

の
加
署
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
司
下
文
・
国
司
解
状
．

国
牒
に
は
非
常
に
少
な
く
、
各
々
一
通
つ
つ
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
の
国
司
庁
宣
・
外
題
国
判
・
国
符
・
国
司
下
文
・
国
牒
は
い
ず
れ
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考介大

も
国
守
か
ら
管
国
内
の
留
守
所
・
在
庁
官
人
も
し
く
は
国
判
を
与
え
る
当

事
者
に
直
接
宛
て
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
吉
村
氏
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
の
言
わ
れ
る
と
う
り
、
「
大
介
」

は
国
司
が
任
国
に
対
し
て
使
用
す
る
国
守
の
私
称
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
氏
が
、
大
介
の
称
の
使
わ
れ
た
文
書
の
内
容
は
殆
ど
荘
園
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
司
下
文
に
大
介
の
称
を
用
い
た
も
の
の
比
較
的

少
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
内
容
に
荘
園
関
係
以
外
の
も
の
が
多
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
点
に
関
し
て
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、
　
『
平
安
遺
文
』
所
収
の
国
司
下
文
は
附
表
皿
の
と
う

り
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
荘
園
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
内
容
の
も
の
ば
か

り
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
大
介
の
称
が
文
書
上
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
平
安
中
・
末
期
に
は
、
殆
ど

す
べ
て
の
文
書
が
そ
の
内
容
に
於
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
荘
園
と
何
等
か

の
関
係
を
も
っ
て
く
る
と
考
え
て
よ
い
。
従
っ
て
大
介
の
称
を
載
せ
た
交

書
の
み
が
荘
園
と
深
い
関
係
を
有
す
る
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
国

守
と
大
介
と
の
名
称
の
使
い
わ
け
は
、
前
者
が
正
式
な
官
名
と
し
て
主
に

上
申
交
書
に
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
よ
り
私
的
で
下
達
文
書
に
使

用
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
内
容

的
に
荘
園
関
係
の
有
無
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
、

下
達
文
書
で
あ
っ
て
も
、
国
司
下
文
の
場
合
に
は
「
国
守
」
と
加
署
す
る

の
が
原
則
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

○

　
大
介
の
称
は
国
司
庁
宣
・
外
題
国
判
・
国
符
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
が
以
上
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
次
に
は
、
右
の
三
形
式
の
文
書
に

於
け
る
国
守
の
署
判
が
す
べ
て
「
大
介
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
点

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
大
介
」
が
国
守
の
私
称
で
、
任
国
に

対
し
て
こ
れ
を
使
用
す
る
の
な
ら
、
　
（
国
司
下
文
は
例
外
と
し
て
も
）
右

の
三
形
式
の
文
書
は
す
べ
て
「
大
介
」
と
加
署
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
附
表
皿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
司
庁
宣
・
外
題
国
判
・
国

符
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
国
守
と
加
署
さ
れ
た
例
は
意
外
に
多
い
の
で

あ
る
。

　
附
表
皿
の
う
ち
、
前
半
は
附
表
1
に
も
出
て
き
た
国
、
即
ち
あ
る
時
に

は
大
介
、
あ
る
時
に
は
守
と
加
署
さ
れ
て
い
る
国
々
で
あ
る
。
一
方
、
後

半
の
も
の
は
「
国
守
」
某
と
記
さ
れ
た
例
し
か
見
当
ら
な
い
国
々
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
大
介
の
称
を
全
く
用
い
な
い
国
、
中
で

も
史
料
の
比
較
的
多
く
残
っ
て
い
る
河
内
・
和
泉
・
摂
津
等
の
国
に
は
、

大
介
の
称
を
用
い
な
い
何
等
か
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
大
介
の
称
を
用
い
る
国
の
中
に
も
、
時
と
し
て
そ
の
称
を
用
い
ず
に

守
と
加
署
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
何

等
か
の
必
然
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
介
の
初
見
は
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

徳
二
年
（
九
五
八
年
）
の
伊
賀
守
藤
原
忠
厚
の
署
判
で
あ
る
が
、
以
後
時
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代
を
経
る
と
と
も
に
大
介
の
称
の
使
用
は
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
殊
に
平

安
末
期
に
な
る
と
国
司
庁
宣
な
ど
は
殆
ど
大
介
の
署
判
と
な
り
、
国
守
と

加
署
さ
れ
た
も
の
は
非
常
に
少
な
く
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お

国
司
庁
宣
で
国
守
と
加
署
す
る
文
書
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

こ
に
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
の
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
大
介
で
な
く
守
と
加
署
す
る
必

然
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
述
べ
た
如
く
、
吉
村
氏
は
「
大
介
」
を
領
国
知
行
制
を
考
え
る
上

で
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
理
由
は
明
確
に
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
私
は
こ
の
、
同
形
式
の
文
書
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
時
は

大
介
と
加
署
し
、
あ
る
時
は
国
守
と
加
署
す
る
事
実
こ
そ
、
知
行
国
の
問

題
と
重
要
に
関
連
す
る
と
思
う
。
即
ち
、
大
介
と
は
単
な
る
国
守
の
別
称

な
の
で
は
な
く
、
知
行
国
守
の
別
称
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、

知
行
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
具
体
的
な
史
料
、
あ
る
い
は
知
行
主
が
誰

で
あ
っ
た
か
を
記
し
た
史
料
は
あ
ま
り
に
僅
少
で
あ
る
た
め
、
附
表
1
で

示
し
た
「
大
介
」
す
べ
て
に
つ
い
て
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
る
が
、
例
え
ば
応
保
二
年
三
月
七
日
下
野
国
司
庁
宣
の
大
介
大
江
朝
臣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

安
元
二
年
十
月
日
出
雲
国
司
庁
宣
の
大
介
藤
原
朝
臣
、
寿
永
三
年
二
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

九
日
伊
賀
国
司
庁
宣
案
の
大
介
藤
原
朝
臣
等
に
つ
い
て
は
、
彼
等
が
知
行

国
守
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
応
保
二
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

下
野
守
は
大
江
信
遠
、
知
行
主
は
後
白
河
院
で
あ
る
し
、
安
元
二
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
出
雲
守
は
藤
原
朝
定
、
知
行
主
は
朝
定
の
父
朝
方
で
あ
り
、
寿
永
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
伊
賀
守
は
藤
原
仲
教
、
知
行
主
は
藤
原
季
能
な
の
で
あ
る
。
甚
だ
僅
少

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
介
則
知
行
国
守
と
い
う
推
測
を
裏
づ
け
る
貴

重
な
史
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
推
定
の
上
に
立
っ
て
大
介
則
知
行
国
守
と
い
う
考
え
方
を
裏
返
し

に
す
る
な
ら
ば
、
大
介
と
加
署
す
べ
き
と
き
に
（
即
ち
国
司
庁
宣
・
外
題

国
判
・
国
符
と
い
う
形
式
の
文
書
に
於
い
て
）
敢
え
て
大
介
で
な
く
守
と

加
署
し
て
い
る
附
表
皿
の
諸
例
は
、
　
そ
の
時
に
そ
の
国
が
知
行
国
と
は
な

っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

（
1
1
）

る
。
即
ち
、
附
表
皿
に
示
し
た
諸
国
の
内
、
　
殊
に
前
半
の
も
の
は
、
知
行

国
と
さ
れ
る
時
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
廃
さ
れ
る
時
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
吉
村
氏
は
知
行
権
の
継
続
に
つ
い
て
「
平
安
時
代
末
期
以
後

に
於
い
て
は
、
知
行
主
の
知
行
権
が
消
滅
す
る
や
、
そ
れ
と
同
時
に
新
知

行
主
が
之
に
代
っ
て
更
に
そ
の
知
行
権
を
獲
得
す
る
事
が
特
に
盛
行
さ
れ

て
、
一
国
は
た
え
ず
引
続
き
知
行
国
と
さ
れ
る
が
如
き
状
態
に
あ
る
事
が

常
と
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
氏
の
言
わ
れ
る
平
安
時
代
末
期
以
後
と

い
う
の
が
具
体
的
に
い
つ
頃
か
ら
を
指
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
知
行
権
継
続
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
的
体
制
と
し
て
で

は
な
く
、
さ
ら
に
時
・
所
に
よ
っ
て
厳
密
な
検
討
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
う
。

○

最
後
に
、
大
介
と
い
う
名
称
が
何
故
発
生
し
、
何
故
国
守
が
こ
れ
を
称
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考介大

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
称
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に

ふ
れ
て
お
き
た
い
。
吉
村
氏
が
、
大
介
と
い
う
名
称
発
生
の
所
以
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
「
親

王
任
国
に
於
け
る
介
は
他
の
諸
国
の
介
と
は
自
ず
か
ら
そ
の
職
掌
に
差
異

が
あ
り
、
し
か
も
親
王
仕
国
の
長
官
た
る
太
守
が
他
の
諸
国
の
守
と
は
性

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
介
も
他
国
の
介
と
区
別
し
て
大

介
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
は
強
い
。
さ
ら
に
親
王
任
国
に
於
い

て
は
諸
国
の
守
に
相
当
す
る
も
の
が
介
で
あ
る
。
国
守
則
大
介
な
る
観
念

は
既
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
介
は
親
王
任
国

に
於
い
て
ま
ず
発
生
し
、
や
が
て
任
国
に
あ
っ
て
国
務
を
執
る
在
国
の
守

が
、
親
王
任
国
に
於
け
る
介
に
な
ら
っ
て
大
介
を
称
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が

常
例
の
よ
う
に
な
っ
て
国
守
が
愚
任
の
場
合
に
も
大
介
を
称
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
宰
大
蔵
は
「
オ
ホ
イ
ス
ケ
」

「
オ
ホ
イ
ノ
ス
ケ
」
と
訓
読
さ
れ
て
お
り
、
称
呼
に
於
い
て
大
介
と
通
ず

る
し
、
さ
ら
に
大
賦
の
職
掌
は
諸
国
守
の
そ
れ
と
殆
ど
同
様
で
あ
る
等
々

の
理
由
か
ら
、
大
賦
も
ま
た
大
介
発
生
の
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
て
お
ら

れ
る
。

　
大
介
な
る
名
称
発
生
の
所
以
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
明
確
に
示
す
史
料
は

皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
右
の
吉
村
氏
の
説
が
成
立
す
る
可
能
性
も

充
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
氏
が
大
介
を
、
領
国
知
行
制
研
究
に
於
け
る
重

大
な
る
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
ま
た
私
自
身
も
大
介
を
知
行
国
守

の
別
称
で
あ
る
と
考
え
る
以
上
、
右
の
説
明
で
は
充
分
に
納
得
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
知
行
国
守
の
別
称
と
し
て
の
大
介
、
と
い
う
点
に
、
よ
り

留
意
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
律
令
制
度
下
に
於
け
る
国
衙
機
構
は
守
・
介
・
橡
・
主
典
の
四
等
官
か

ら
な
り
た
っ
て
い
る
が
、
知
行
国
で
は
こ
れ
が
国
主
゜
・
国
守
・
介
・
橡
・

主
典
と
な
り
、
長
官
に
国
主
・
国
守
の
二
者
が
あ
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
と

な
る
。
こ
の
揚
合
、
実
質
上
の
守
の
権
限
、
即
ち
国
務
執
行
権
は
、
国
守

で
な
く
知
行
主
に
保
有
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
徴
証
は
、
時
代
が

少
し
降
る
が
、
嘉
応
元
年
十
二
月
、
尾
張
守
藤
原
家
教
の
目
代
政
友
の
非

法
に
対
す
る
山
大
衆
の
訴
が
、
国
守
家
教
に
向
け
ら
れ
る
の
で
な
く
、
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

行
主
藤
原
成
親
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
治
承
年
間
の
美
作
・

伯
省
両
国
に
於
い
て
、
国
政
に
関
す
る
問
題
が
国
守
藤
原
基
輔
に
で
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

知
行
主
九
条
兼
実
に
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
等
々
で
あ
る
。
国
務
執
行
権
が

知
行
主
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
名
義
上
は
ど
う
あ
っ
て
も
、
実
質
上
の
国

守
は
知
行
主
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
知
行
主
の
も
と
に
あ
る
知
行
国

守
は
、
実
質
上
の
守
（
即
ち
知
行
主
）
・
介
・
橡
・
主
典
と
い
う
四
等
官

か
ら
浮
き
出
た
存
在
と
な
る
。
殊
に
現
地
か
ら
み
れ
ば
名
義
上
の
国
守

は
、
実
質
上
の
守
と
介
と
の
間
に
存
在
す
る
、
単
な
る
収
益
取
得
者
に
す

ぎ
な
い
。
こ
こ
に
、
守
と
し
て
の
実
権
は
有
さ
な
い
が
介
の
上
位
に
存
在

す
る
も
の
と
し
て
「
大
介
」
の
称
が
発
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
知
行
国
守
が
任
国
に
対
し
て
国
守
の
称
を
使
用
し
な
か
っ
た
一
因
と

し
て
、
自
己
の
背
後
に
存
在
す
る
高
い
権
威
（
具
体
的
に
は
知
行
主
）
を

現
地
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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史
料
的
制
約
か
ら
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
私
は
大
介
を
知
行
国
守
の
私
称
で
あ
る
と
す
る
観
・
点
を
重
視
し
て
、

大
介
の
称
発
生
の
所
以
を
右
の
よ
う
に
考
え
る
。

○

　
領
国
知
行
制
の
実
体
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
と
き
、
ど
の
国
が
い
つ

知
行
国
で
あ
つ
た
か
、
ま
た
そ
の
時
の
知
行
主
・
国
守
は
誰
で
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
基
礎
的
作
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
扱
っ
た
「
大
介
」
は
、

そ
の
基
礎
的
作
業
の
さ
ら
に
前
の
段
階
の
問
題
で
あ
る
。
平
安
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
国
衙
支
配
の
問
題
、
ま
た
平
氏
政
権
の
経
済
的
基

盤
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
関
東
御
分
国
に
も
つ
な
が
る
知
行
国
の
問
題
等
々

は
、
そ
の
具
体
的
実
体
を
示
す
史
料
が
あ
ま
り
に
少
な
い
た
め
、
非
常
に

研
究
し
難
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
大
介
」
に
関
す
る
私
の

試
み
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
研
究
す
る
上
で
何
等
か
の
意
味
を
も
つ
こ
と

が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
附
表
　
1

国
名
国
岬
㍉
鹸
即
冨
旦
凋
㌔
網
状

山
城
国

大
和
国

伊
賀
国

尾
張
国

　
七

　
一廿

六

　
「

七八六

七

一

国
牒

近
江
国

美
濃
国

上
野
国

下
野
国

陸
奥
国

若
狭
国

越
前
国

越
後
国

能
登
国

丹
波
国

丹
後
国

但
馬
国

出
雲
国

石
見
国

播
磨
国

備
前
国

備
後
国

安
芸
国

周
防
国

長
門
国

紀
伊
国

讃
岐
国

伊
予
国

筑
前
国

　　　　　　　　　十

ニー二二ニー一八一一ニー四六　　十一・一一 �緕O五

　二“四

　
一

　
二

十
一

一三二

工一二五

一

一
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大介考

豊
後
国

肥
後
国

日
向
国

大
隅
国

薩
摩
国

二三三三

二一

　一一

計

了
廿
三
辛
一
廿
旦

一

一

ユ

附
表
　
皿

年
月
旦
宛

所

内

容

寛
徳
二
閏
五
廿
五

嘉
保
三

康
和
四

康
和
四

天
承
元

永
治
二

康
治
元

治
承
元

五
廿
七

八
　
四

八
十
二

二
十
四

六
十
四

九

治
承
三
十
二
十
一

　
　
　
9
・

伊
賀
国
官
使
惟
清

丹
波
国
大
山
庄
下
司

丹
波
国
東
寺
庄
下
司

筑
前
国
恰
土
庄
政
所

越
前
国
留
守
所

越
前
国
留
守
所

長
門
国
留
守
所

安
芸
国
留
守
人

御
封
米
に
つ
い
て

東
大
寺
領
黒
田
庄
出
作
畠
事

人
夫
役
事

免
負
米
光
保
作
田
蜂
町
事

船
越
庄
御
米
事

牛
原
庄
鳴
川
堤
料
人
夫
事

醍
醐
寺
領
若
江
庄
内
裏
修
理

翻
寺
領
編
御
庄
事

粟
屋
郷
二
二
田
郷
等
事

附
表
　
皿

国
　
名

山
城
国

年
　
　
月
　
日

長
承
元
　
十

保
延
元
十
二
十
一

保
一
兀
一
兀
十
二
十
六

西
暦
主
文
書
形
式
冨
守
名

一
二
二
二

一
一
三
五

＝
五
六

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

源
　
師
国

藤
原
重
綱

国
司
庁
宣
一
大
江
資
成

大
和
国

尾
張
国

越
前
国

紀
伊
国

永
柞
二
十
一
廿
一

　
〃
　
十
二
　
九

寵
見
弘
山
ハ
十
二
　
　
廿

長
和
二
　
九
　
十

寛
仁
元
　
九
廿
五

治
安
元
　
九
廿
七

天
喜
二
十
一
　
三

　
〃
　
〃
　
廿
三

康
平
二
　
三
廿
五

延
久
四
十
一

康
和
元
十
二
十
三

嘉
祥
三
　
三
廿
二

永
治
元
　
八
　
四

正
暦
四
　
八
廿
八

天
承
元
　
十
十
四

長
承
二
十
二
十
七

康
治
元
十
二
十
八

仁
安
四
　
正
廿
八

　
　
　
　
元
暦
元
　
八

曲皿

纃
早
@
　
治
安
一
一
　
山
ハ

　
　
　
　
万
寿
二
十
一

河
内
国
　
天
仁
元
十
二

　
　
　
　
天
永
元
　
十

　
　
　
一
天
永
三
＋

八八三

九
九
〇

　
〃一

〇
〇
九

一
〇
一
三

一
〇
一
七

一
〇
二
一

一
〇
五
四

　
〃一

〇
五
九

一
〇
七
二

一
〇
九
九

八
五
〇

＝
四
一

九
九
三

一
二
二
一

一
＝
二
一
二

一
一
四
二

一
一
六
九

一
一
八
四

：二二i66
≡δ兜蓋量

外
題
国
判

国
　
　
符

外
題
国
判

外
題
国
判

外
題
国
判

外
題
国
判

国
司
庁
官

外
題
国
判

外
題
国
判

外
題
国
判

国
司
庁
宣

国
　
　
符

国
司
庁
宣

国
　
　
符

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

外
題
国
判

外
題
国
判

国
司
庁
官

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

藤
原
元
頼

　
　
〃

藤
原
輔
タ

　
　
〃

藤
原
輔
公

源
頼
親

藤
原

　
〃

藤
原

源藤
原
基
元

滋
野

藤
原
雅
教

菅
原

藤
原
公
重

藤
原

源
　
維
重

藤
原
光
季

藤
原
範
季

藤
原

藤
原

藤
原

橘
　
季
綱

゜
清
原
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和
泉
国

摂
津
国

伊
勢
国

遠
江
国

越
中
国

加
賀
国

永
久
元

元
永
二

保
安
四

保
延
二

久
安
二

久
安
三

久
安
四

久
安
六

長
治
二

一
兀
暦
一
兀
十
二

元
暦
二

保
安
五

仁
平
元

仁
平
二
十
一

応
保
二
　
四

承
和
十
二
十
一
十
五

大
治
四
　
五
十
三

康
治
二
　
五
　
七

寛
治
三
　
十

一
兀
・
氷
一
兀
　
⊥
ハ
十
二

四八二　十八八十七八二九八
廿廿　　十廿十一十五二　四四二三九四　七

一
一
一
三

一
一
一
九

二
二
三

＝
三
六

一
一
四
六

一
㎜
四
七

一
一
四
八

＝
五
〇

一
一
〇
五

一
一
八
四

一
一
八
五

＝
二
四

一
一
五
一

一
一
五
二

一
一
六
二

八
四
五

一
一
二
九

工
四
三

一
〇
八
九

一
＝
○

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
　
　
符

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

国
司
庁
宣

藤
原

源
　
顕
俊

藤
原

清
原
俊
資

源
　
季
範

　
〃

高
階
資
泰

　
〃

津
守

源源源
　
盛
家

藤
原
重
家

　
〃

高
階
泰
経

長
寄
高
名

高
階
宗
章

源
　
資
賢

藤
原
家
道

高
階
敦
兼

（
1
）

（
2
）

吉
村
茂
樹
氏
著
『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
　
五
六
七
頁
～
五
八

二
頁

権
大
介
と
加
署
さ
れ
た
も
の
も
含
め
る
。
　
大
介
が
国
守
の
別
称
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
、
こ
の
権
大
介
は
当
然
、
権
守
の
別
称
で
あ
る

（
3
）

（（（（（（987654））））））

（
1
0
）

（
1
1
）

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
表
の
内
、
播
磨
国
の
も
の
は

『
朝
野
群
載
』
†
二
長
和
四
年
十
一
月
十
六
日
播
磨
国
符
で
あ
る
。
他

は
す
べ
て
『
平
安
遺
文
』
に
よ
る
。

た
だ
、
山
城
国
の
国
司
解
状
だ
け
は
、
官
宣
旨
を
申
諮
し
た
内
容
の
も

の
で
あ
る
の
で
、
唯
一
の
例
外
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
平
安
遺
文
』
一
巻
、
二
七
一
号

『
平
安
遺
文
』
七
巻
、
三
一
九
四
号

『
平
安
遺
文
』
七
巻
、
三
七
七
八
号

『
平
安
遺
文
』
八
巻
、
四
＝
二
三
号

『
山
椀
記
』
永
暦
二
年
四
月
一
日
条

朝
定
が
出
雲
守
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
吉
記
』
治
承
五
年
三
月
六

日
条
（
重
任
の
宜
旨
を
下
さ
れ
る
）
、
朝
方
が
知
行
主
で
あ
る
こ
と
を

示
す
史
料
は
『
玉
葉
』
の
同
日
条
。

『
吉
記
』
寿
永
二
年
十
二
月
廿
二
日
条

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
だ
｝
つ
例
外
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
承
安
四
年
十
二
月
日
の
常
陸
国
司

庁
宜
（
『
平
安
遺
文
』
三
六
六
九
号
）
の
　
「
右
衛
門
佐
兼
押
領
使
介
高

階
朝
臣
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
こ
の
高
階
朝
臣
と
は
『
公
卿
補
任
』
に

よ
れ
ば
高
階
経
仲
で
あ
る
　
（
承
安
元
年
十
二
月
よ
り
治
承
三
年
十
一
月

ま
で
経
仲
が
常
陸
介
で
あ
つ
た
と
い
う
）
が
、
　
『
山
椀
記
』
治
承
三
年

正
月
六
日
条
に
は
「
常
陸
介
経
仲
」
と
し
て
　
「
件
国
大
蔵
卿
泰
経
朝
臣

知
行
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
　
経
仲
は
知
行
国
守

で
あ
り
、
知
行
主
は
父
の
泰
経
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
な
の
に
右

の
庁
宜
に
は
「
大
介
」
で
な
く
単
に
介
と
記
さ
れ
て
お
り
、
　
本
論
で
の
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考介大

（
1
2
）

（
1
3
）

私
の
推
定
に
対
す
る
例
外
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
な
お
、
附
論
参

照
）

『
兵
範
記
』
嘉
応
元
年
十
二
月
十
七
日
、
　
同
廿
三
日
、
同
廿
四
日
条

『
玉
葉
』
治
承
三
年
八
月
十
日
、
治
承
四
年
九
月
†
三
日
、
　
治
承
五
年

三
月
廿
五
日
、
同
十
一
月
五
日
条

（
附
論
）

　
常
陸
国
の
高
階
経
仲
の
例
の
他
に
、
和
泉
・
紀
伊
両
国
に
、
本
論
で
の

私
の
推
定
を
疑
わ
せ
る
若
干
の
史
料
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
き
た
い
。
附
表
皿
で
示
し
た
と
う
り
、
和
泉
国
で
は
元
暦
元
年
十
二

月
と
同
二
年
二
月
に
、
二
通
の
「
守
」
と
加
署
さ
れ
た
国
司
庁
宣
が
出
さ

れ
て
い
る
が
、
　
『
玉
葉
』
元
麿
二
年
六
月
十
日
条
に
は
「
此
日
除
目
也

（
略
）
余
和
泉
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
割
註
と
し
て
「
資
賢
卿
僻
退
棄
置
國

也
、
然
而
不
能
申
左
右
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
元
暦
二
年
六
月
十
日
以
前

は
源
資
賢
が
和
泉
国
の
知
行
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
　
つ
ま

り
、
前
の
二
通
の
国
司
庁
宣
に
は
「
守
」
と
加
署
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
こ
の
時
の
和
泉
国
は
源
資
賢
の
知
行
国
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
例
よ
り
考
え
る
と
、
　
「
国
司
庁
宣
等
で
守
と
い
う
署
判
が
加

え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
に
そ
の
国
が
知
行
国
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
」
と
い
う
私
の
推
定
は
成
り
立
た
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
資
賢
の
知
行
国
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
　
『
玉
葉
』
に
「
資

賢
卿
謙
退
棄
置
國
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
解
る
よ
う
に
、
資
賢
は
こ
の
国

に
於
け
る
知
行
権
を
放
棄
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
は
知
行
国
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
和
泉
国
の
例
か
ら
、
逆
に
、
形
式
的

に
は
知
行
国
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
知
行
権
の
は
た
ら
い
て
い
な
い
場
合

に
は
、
国
司
庁
宣
等
に
も
「
大
介
」
と
加
署
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
紀
伊
国
に
於
い
て
は
、
天
承
元
年
七
年
・
十
月
、
長
承
二
年
九
月

・
十
二
月
に
出
さ
れ
た
四
通
の
国
司
庁
宣
に
「
守
藤
原
朝
臣
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
康
治
元
年
十
二
月
の
国
司
庁
宣
に
「
守
源
朝
臣
」
と
加
署
さ
れ
て

い
る
。
天
承
元
年
の
前
年
、
即
ち
大
治
五
年
の
正
月
廿
八
日
に
行
な
わ
れ

た
除
目
で
は
、
藤
原
公
重
が
紀
伊
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
院
分

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
年
の
十
二
月
廿
六
日
に
は
公

重
に
重
任
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
、
　
（
中
右
記
）
、
　
天
承
・
長
承
年

間
の
「
守
藤
原
朝
臣
」
は
藤
原
公
重
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
院
分
国

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
も
し
こ
゜
の
推
測
が
正
し
け
れ

ば
、
こ
の
四
通
の
国
司
庁
宣
は
私
の
推
定
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
国
司
庁
宣
に
加
署
し
た
「
藤
原
朝
臣
」
が
藤
原
公
重
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
た
と
え
公
重
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
天
承
・
長
承
年
間
ま
で
紀
伊
国
が
院
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
大
治
五
年
十
二
月
に
重
任
宣
旨
が
出
さ
れ
た
と
き
に

院
分
で
は
な
く
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
康
治
元
年
十
二
月
十
八
日
国
司
庁
宣
の
　
「
紀
伊
守
源
朝
臣
」

は
、
同
日
附
の
書
状
に
「
紀
伊
守
維
重
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
（
『
平
安

遺
文
』
二
四
九
三
号
）
、
　
源
維
重
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
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『
尊
卑
分
豚
』
に
は
源
維
重
な
る
人
物
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
上
に
、

『
台
記
』
久
安
三
年
九
月
五
日
条
に
は
「
紀
伊
守
雅
重
」
と
あ
り
、
源
雅

重
に
つ
い
て
は
『
尊
卑
分
豚
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
康
治
元
年
の

「
源
朝
臣
」
は
五
年
後
の
久
安
三
年
に
紀
伊
守
で
あ
っ
た
源
雅
重
と
同
一

人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
源
雅
重
よ
り
出
さ
れ
た
国
司
庁
宣
と
し

て
は
、
先
の
康
治
元
年
の
例
の
他
に
、
久
安
三
年
十
月
の
も
の
が
あ
る

が
、
こ
の
久
安
三
年
の
庁
宣
に
は
「
紀
伊
大
介
源
朝
臣
」
と
加
署
さ
れ
て

い
て
、
同
一
人
か
ら
出
さ
れ
た
国
司
庁
宣
で
あ
り
な
が
ら
、
時
期
に
よ
っ

て
「
守
」
と
い
う
署
判
と
「
大
介
」
と
い
う
署
判
と
、
両
方
が
使
用
さ
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
大
介
と
守
と
の
使
い
わ
け
が
厳
密
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
は
、
国
司
庁
宣
等
に

於
け
る
大
介
則
知
行
国
守
、
守
則
非
知
行
国
守
と
す
る
説
は
成
立
し
な
く

な
る
。
し
か
し
、
康
治
元
年
に
知
行
国
で
は
な
か
っ
た
紀
伊
国
が
、
そ
の

後
久
安
三
年
に
至
る
間
に
知
行
国
と
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
全
く
な
い

わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
二
通
の
国
司
庁
宣
は
両
方
と
も
案
文
で
あ
る
か

ら
、
誤
写
さ
れ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
偽
文
書
で
あ
る
可
能
性
も
充
分
に

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
例
も
、
反
論
の
根
拠
と
し
て
は
充
分
で
は
な

い
。　

も
し
こ
れ
ら
の
和
泉
・
紀
伊
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
国
で
、
知
行
主

が
知
行
権
を
保
持
し
な
が
ら
国
司
庁
宣
等
に
「
大
介
」
で
な
く
「
守
」
と

加
署
さ
れ
た
例
が
多
数
見
出
だ
さ
れ
た
場
合
に
は
再
考
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
、
現
在
の
段
階
で
は
、
守
則
非
知
行
主
と
い
う
考
え
方
を
否
定

す
る
根
拠
と
な
り
う
る
の
は
、
常
陸
国
の
国
司
庁
官
二
通
だ
け
な
の
で
、

一
応
こ
れ
を
例
外
と
考
え
、
国
司
庁
宣
等
に
於
け
る
守
則
非
知
行
国
守
と

推
定
し
て
よ
い
と
思
う
。
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